事　務　連　絡

入札参加事業者　各位

福島県石川郡石川町役場総務課

入札時に提出する工事費内訳書への労務費等の記載について

令和7年12月12日に施行された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「入契法」という。）」の改正に伴い、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳（以下「労務費等」という。）を記載することが義務付けられました。
[bookmark: _GoBack]つきましては、今後の建設工事の入札時に提出していただく工事費内訳書については、下記により作成いただきますようお願いいたします。

記

１．工事費内訳書の作成について
　　・工事費内訳書の様式については、別紙１を参考に作成願います。この内訳書には労務費等の経費を記載する欄を設けておりますので、これを基に、件名ほか項目毎に一致させて作成してください。
　　・工事費内訳書の合計金額（消費税及び地方消費税相当額を含まない額）は、入札書に記載す
る金額と必ず一致するように作成してください。

　
２．入札無効の取扱について
　　工事費内訳書の未提出の入札や提出された工事費内訳書について、不備がある入札は無効
とします。　
なお、次のような場合は無効となります。
　→件名（工事名）、業者名（住所、商号又は名称、代表者職氏名）の記載漏れや不備なもの。
　→工事費内訳書の合計金額が、第１回目の入札金額と一致しないもの。
　→指示された項目を満たす内訳の記載が無いもの。


（事務担当　総務課財政係　電話0247-26-2114）


別紙1
	
工事費内訳書


件　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住　　　　所　
商号又は名称　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


	工種・種別等
	金　　　額（円）
	備　　　考

	①　直接工事費
	

	

	うち　材料費
	
	

	うち　労務費
	
	

	②　共通仮設費
	


	

	③　現場管理費
	

	

	うち　法定福利費の事業主負担額
	
	

	うち　建退協制度の掛金
	
	

	④　一般管理費
	


	

	工　事　費　計
（①＋②＋③＋④）
	


	

	うち　安全衛生経費
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
